
美浜町告示第５９号 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、

本町の字の区域を変更したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 
 
 
 平成２４年６月２６日 
 
 

美浜町長 山口 治太郎        
 
 
 次の区域の地先の公有水面埋立地１０，０７４．８７平方メートルを美浜町

日向に編入する。 
大字 字 地番 

日向 ３号笹田口 ４２ 
日向 ８号浦江口 １７ 
日向 ３９号北小船島 １４ 
日向 ４０号南峠下 ４３ 
日向 ４１号中峠下 ２５ 
日向 ４２号東峠下 ４３ 
日向 ４３号南西町 ３５ 
日向 ４４号北西町 ６１ 
日向 ４５号西中町 ４４ 
日向 ４６号中西町 ２９ 
日向 ４７号中町場 ７０ 

 


